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地域自治課
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　沼津市では約５，７００人の外国人が生活しています。国や国籍
を問わず、誰もが協力しながら安心して生活できる地域づくり
のために互いの文化を認め合いましょう。

　沼津市や周辺の市町に住んでいる外国人を対象に、生活に必要な日本語を勉強するための
「親子で学ぶ日本語ひろば」を開催しています。親子で参加できる日本語教室です。
と　き　４月から令和８年３月までの日曜日　　時　間　９時３０分～１１時
ところ　第五地区センター、今沢地区センター　持ち物　�筆記用具、ノート、学びたいテキスト等
※当日、直接会場へどうぞ。　※詳細は、市ホームページをご覧ください。

親子で学ぶ日本語ひろば

　姉妹都市（ミシガン州カラマズー市）から市民訪問団が沼津を訪問し、
市内を中心にホームステイをしながら交流を深めます。ホストファミ
リーとなって互いの文化について理解を深めてみませんか。
期　間　７月２３日㈬～２８日㈪（５泊６日）　　募集数　１５家庭程度
申込方法　�４月２５日㈮までに市役所２階地域自治課にある申込書と家族写真を直接
※�マッチングの結果、希望に添えない場合があります。

募集 カラマズー市民訪問団ホストファミリー

講 座
教 室

と　き　５月７日～７月１6日の水曜日
　　　　（５月２８日を除く）（全１０回）
時　間　１９時～２０時３０分
ところ　市民文化センター第５会議室
内　容　�中国語学習経験のない

人や浅い人を対象とし
た入門講座

定　員　３０人（先着順）
参加料　一般＝4,０００円、高校生以下＝３,０００円
申込方法　４月８日㈫、９時から電話で
※しずおか県民カレッジ連携講座です。

いずれも　 沼津国際交流協会事務局（地域自治課内）　☎055-934-4717

中国語入門講座2025（一期）講 座
教 室

と　き　５月２０日～６月１０日の火曜日（全４回）
時　間　１９時１５分～２０時4５分
ところ　第五地区センター
内　容　八式太極拳
定　員　２５人（先着順）
参加料　一般＝１,５００円、中学生以下＝１,０００円
持ち物　�飲み物、タオル、室内用運動靴、
　　　　床に敷くバスタオル
申込方法　４月８日㈫、９時から電話で
※運動のできる服装でお越しください。
※しずおか県民カレッジ連携講座です。

講 座
教 室 太極拳講座2025（前期）

対　象　�次の要件をすべて満たす人①市内または隣接している市町に住む１８歳以上の人（外
国籍の人は在留資格がある人）②ボランティア活動に意欲のある人③市が実施する
研修会等に参加できる人④沼津市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない人

申込方法　�市役所２階地域自治課または市ホームページにある所定の用紙に顔写真を添えて直接またはメールで
地域自治課　☎055-934-4717　 kokusai@city.numazu.lg.jp
※詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

種　類 内　容 求める人物像
通訳・翻訳
ボランティア

学校等での外国籍児童・生徒のための
通訳・翻訳など

外国語から日本語、日本語から外国
語への通訳・翻訳ができる人

日本語支援
ボランティア

市が実施する日本語教室や小中学校で
の外国籍児童・生徒への日本語支援

外国人住民への日本語支援に理解と
意欲がある人

ホストファミリー
ボランティア

市の姉妹都市・友好都市交流事業等での
外国人訪問者のホームステイ受入

原則単身世帯ではなく、家族の理解・
協力が得られる人

日本文化・外国文化
紹介ボランティア

市のイベント・講座等での各国の文化
等の紹介

各国の文化や料理等を日本語で紹介
できる人

災害時外国人支援
ボランティア

大規模な災害が発生した場合に外国人
住民等への情報提供や相談など

災害時の外国人支援の活動に理解と
意欲がある人
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募集 多文化共生ボランティア
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生活安心課

生活安心課
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国
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通
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高
齢
者
の
運
転
免
許
証

自
主
返
納
を
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援
し
ま
す

　４月６日㈰〜１５日㈫の期間、春の全国交通安全運動を実施し
ます。交通ルールや交通マナーを遵守して安全で安心なまちを
つくりましょう。

　４月は、新入学・新入園の時期を迎えるため、まだ道路を歩くことに慣れていない子どもた
ちが多く歩くことになります。より一層、交通ルールやマナーを遵守し、交通安全を心がけま
しょう。

①子供に親指を握ってもら
います。

②大人（保護者）はチョキの
かたちをつくります。

③チョキにした指で子供の
手首をつかみます。

④子供の手首をしっかり握
りましょう。

　高齢運転者による交通事故の割合が増えています。運転に少
しでも不安を感じている人は、運転免許証の自主返納を考えて
みませんか。

対　象　�市内に住む6５歳以上で、有効期間内の運転免許証を自主返納した人
支援内容　本人及び家族が市内協力業者で利用できるバス・タクシー利用券
　　　　５,０００円分（１００円券×５０枚）の交付
※運転免許証の更新をせずに失効した場合は、自主返納になりません。
※�申請期間は運転免許証返納後６カ月以内で、交付は１回限りです。

申請場所　�沼津警察署または東部運転免許セ
ンター（足高）

持ち物　運転免許証
交付書類　�運転免許の取消通知書、無効確認

を受けた運転免許証
※�免許返納時に、身分証明書として使える運転
経歴証明書が発行できます（手数料１,１００円）。

運転免許証の自主返納Step1
申請場所　�①市役所２階生活安心課または戸

田市民窓口事務所
　　　　�②沼津警察署または各市民窓口事

務所（戸田市民窓口事務所を除く）
交付時期　�①当日②申請後、概

おおむ

ね１週間後に郵送
持ち物　�運転免許の取消通知書、無効確認

を受けた運転免許証または運転経
歴証明書

※�代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
※�同じ場所で手続きを済ませたい人は、沼
津警察署でバス・タクシー利用券の交付
の手続きをしてください（申請後、概ね
１週間後に郵送）。

Step2 バス・タクシー利用券の交付

今回の運動は、次の項目を運動の重点とします
・こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践
・歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進
・自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
・交差点の交通事故防止

振りほどきにくい手のつなぎ方子供の不意の「とびだし」を防ぐための
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